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株式会社アルプロン

水稲栽培における中干期間延長
取組紹介

資料４
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島根県雲南市にある「プロテインメーカー」
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全国 約1万店舗で当社製品を取り扱い
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なぜ？
プロテインの会社が
「農業のカーボンニュートラルを行うのか？」
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＜ プロテインクライシス ＞

×2030年
「たんぱく質」の需要と

供給のバランスが崩れる。

2030年
温室効果ガス50％削減

2050年
脱炭素社会の実現

＜ カーボンニュートラル ＞

当社が対峙する社会課題
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社内に農業/酪農分野のカーボンニュートラル化
を促進する「専門チーム」発足

2024年

1月

2月 農家さんに対し「説明会開始」

4月 雲南市と「農業/酪農分野における脱炭素化」
及び「J－クレジット創出」に関する協定締結
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雲南市の協力のもと「水稲栽培における中干期
間延長プロジェクト」参加者が内定
＊20農業法人＋18個人
＊210ha
（雲南市155ha 奥出雲町45ha 飯南町10ha）
＊こしひかり、きぬむすめが中心

4月

4月 排水性の測定
＊ものさしを活用
＊アナログ的な計測は手軽さ
⇒将来的にはデジタル化を検討
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田植え5月

6月 中干期間延長の実施
＊開始日の前に農家さんと当社で撮影場所/方法の確認
＊Lineやメール等で写真データを送信



9

データ取りまとめ7月

9月 プロジェクト登録準備及び申請
＊審査機関3社に見積もり依頼
＊2社より見積もり返答
＊当社と相性の良さそうな審査機関と契約
＊島根(当社本店)にて審査機関による審査
＊半日程度の審査
＊審査書類作成難易度：低
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プロジェクト登録完了10月

12月 妥当性確認審査準備及び審査
＊プロジェクト登録と同じ審査機関と契約
＊島根(当社本店)にて審査機関による審査
＊半日程度の審査（書類に関する質問と現地確認）
＊審査書類作成難易度：高

西暦 9999 年 12 月 31 日

Ｊ－クレジット制度管理者　　　　御中

添付のプロジェクト計画書について、Ｊ－クレジット制度のプロジェクトとして登録することを申請いたします。

〒

市区町村

雲南市

担当者電話番号

担当者所属・役職 管理本部タスクフォース部

担当者E-mai l

担当者氏名 植田　崇

代表者役職 代表取締役

代表者氏名 坂本雅俊

住所

699-1104

都道府県 市区町村以降の住所

島根県 加茂町南加茂1204-1

Ｊ－クレジット制度
プロジェクト登録申請書

申請者　※1※2

プロジェクト実施者名 株式会社アルプロン

※1複数のプロジェクト実施者が参加する場合には、シートを追加してそれぞれのプロジェクト実施者の
情報を記載すること。
※2 プログラム型プロジェクトの場合は、「プログラム型運営・管理者」の情報を記載すること。

zero-ca rbon@alp ron.co. jp 0854-49-8286

プロジェクトの名称 （仮）水稲栽培における中干し期間延長プロジェクト

妥当性確認審査機関名

プロジェクトの情報

申請区分 プロジェクト登録

審査費用支援の活用 有

西暦 9999 年 12 月 31 日

（事業者名）

（代表者役職）

（代表者氏名）

以上

　国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度（Ｊ－クレジット制度）利用に係
る 約款（プロ ジェクト実施者向け）の内容を確認のうえ、これに従うことを誓約いたします。

Ｊ－クレジット制度管理者　　　　御中

Ｊ－クレジット制度利用に係る誓約書

株式会社アルプロン

代表取締役

坂本雅俊

Ver. 1.1.0

プロジェクトの名称：

プログラム型
運営・管理者名

年 月 日

9999 年 12 月 31 日

妥当性確認申請日　　

プロジェクト登録申請日　　

Ｊ－クレジット制度

プロジェクト計画書

（プログラム型排出削減プロジェクト用）

（仮）水稲栽培における中干し期間延長プロジェクト

株式会社アルプロン

1　プログラム型運営・管理者及び削減活動の実施者の情報

1.1 プログラム型運営・管理者

代表者氏名

担当者氏名

担当者所属・役職

担当者E-mail

担当者電話番号

1.2 削減活動を実施する会員をとりまとめる団体、組織、委員会名等

代表者氏名

削減活動を実施する事業所名

代表者電話番号
代表者E-mail

○

1.3　J-クレジット保有者　※1

※1  Ｊ－クレジット保有者が決ま っている場合は記入すること。

住所
郵便番号 都道府県 市区町村 市区町村以降の住所
699-1104 島根県 雲南市 加茂町南加茂1204-1

0854-49-8286
zero-carbon@alpron. co.j p

保有者氏名
（フリガナ） カブシキカイシャアルプロン

株式会社アルプロ ン

会員のカーボンニュートラル行
動計画への参加の有無

カーボンニュートラル行動計画に参加する削減活動の実施者による削減活動を
含む

カーボンニュートラル行動計画に参加する削減活動の実施者による削減活動を
含まない

（カーボンニュートラル行動計画への参加状況の確認方法）

坂本雅俊

排出削減活動リスト参照

代表者住所
郵便番号 都道府県 市区町村 市区町村以降の住所
699-1104 島根県 雲南市 加茂町南加茂1204-1

坂本雅俊

zero-carbon@alpron. co.j p

0854-49-8286

団体、組織、委員会名等
（フリガナ） （カリ）アルプロン　 カーボンクレジットプロジェクト

（仮）アルプロン　カーボンクレジットプロジェクト

プログラム型運営・管理者名
株式会社アルプロ ン

（フリガナ） カブシキカイシャアルプロン

管理本部タスクフォース部

植田　崇

699-1104 島根県 雲南市 加茂町南加茂1204-1
住所

郵便番号 都道府県 市区町村 市区町村以降の住所

西暦 年 月 日

（事業者名）

（代表者役職）
（代表者氏名）

以上

　国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度（Ｊ－クレジット制度）

に、方法論AG-005（水稲栽培における中干し期間の延長）に基づくプロジェクトを登録して
実施するにあたり、人間の健康と安全、自然環境、社会への影響を回避または最小化し、
受け入れる ことができないような影響をもたらすことがないよう、環境社会配慮を行い持続

可能性を確保するため、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に
関する法律、農地法、食料・農業・農村基本法、食品安全基本法、農薬取締法、肥料の品
質の確保等に関する法律、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律、植物防疫法 、食品

衛生法、食品表示法 、環境基本法、景観法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚
染対策法、地球温暖化対策の推進に関する法律、労働安全衛生法、その他関連法令等を
遵守することを誓約します。

Ｊ－クレジット制度管理者　　　　御中

方法論AG-005（水稲栽培における中干し期間の延長）に
基づく

プロジェクト登録に係る誓約書（適用条件X）

株式会社アルプロン
代表取締役

坂本雅俊

3 プ ログラ ム型プロ ジェク トの運 営・管理

3.1 運営・管理方法

※1

※2 

運営 ・管 理体 制 ※ 1

＜プロジェクト実施 に係る 体制 ＞

　本プロ ジェクトを実施 するに あたり、事務 局を株 式会 社アル プロン内に 設置 し、 プロ
ジェクトの 運営 や会 員の管 理を行 う。
また、会 員との連 絡窓 口を設 置し、必 要に応 じて 連絡等 を行う 。水 田の 運営・管 理は 、
会員 である各農 家や 事業 者が 行う 。

＜管 理体制 ＞
1.事 務局
　株式 会社 アルプロン 　タスクフォース部

2.運 営責 任者
　株式 会社 アルプロン 　取締 役
　・担当 業務

　①　 事業 推進 状況管 理
　②　 モニタリング担 当者 の収 集及 び記録 したモニタリング データの確 認を行 い、保 管
する。

3.運 営管 理担当 者
　株式 会社 アルプロン 　タスクフォース部 　担 当
　・担当 業務
　①　 会員 情報 の管理 ・記録

　②　 会員 入会 時の内 容確 認
　　　 ※対象 水田 の中 干開 始時 期、他 のプロ グラム型 プロジェクトとの 会員 の重複 登録
等含 む。

　③　 排出 削減 活動リストの 作成
　④　 モニタリングの 実施 とデータ収集
　⑤　 モニタリング報 告値 の算 定
　⑥　 モニタリング報 告書 の作 成と審査 等各 対応

　⑦　 J-クレジット制度 事務 局へ の各 種申 請
　⑧　 クレジット売 買
　⑨　 クレジット収 益の 活用 計画と活 用
　⑩　 会員 の退 会手続 き

<体 制図 >
2.1　（プロジェクト 全体 の概 念図）を参 照

削減 活動 の実 施者 からの情 報収

集・管理 方法  ※2

＜会 員の入 会申 請時 ＞
入会 を希 望す る農家 や事 業者 から、入会 条件 や方 法論 の適 用条 件を満た すことを確

認するた めの 情報 ※を収集 する。 メール 、WEB上の 申請 フォーム 、郵 送、FAX にて必要
情報 を収 集し、入 会が 認め られ た会 員の 情報は 排出 削減 活動 リスト に記入 する。 収集
した 情報 は紙媒 体また は電 子媒 体で管 理・保管 する。
※生 産管理 記録 のひ な型に記 載され た記録 、出 荷先の 農協 等に 提出 され た書類 、営

農支援ツール の記 録を想 定。

＜モニタリン グデータ収集 時＞
各会 員は中 干延 長をした水 田ごとに、水 田の 地番 、面 積、中 干開 始日 ・終 了日 、プロ
ジェクト実 施前 の直 近 2 か年 以上 の実施 日数 、稲 わらやた い肥の 施用 情報 等をメー
ル、WEB上の 申請 フォー ム、郵 送、 FAXにより運営 管理 者に提 出す る。運営 管理 者は

モニタリングデ ータを排 出削 減活 動リストに記 入し、紙 媒体 または 電子 媒体で 保管・管
理する。
また、プロジ ェクト実施 水田 の排 水性 の特 定にあ たって、実 測した値を用 いる場 合、当

該会 員の初 回検 証時 までに日 減水 深の 測定 記録を作 成してメール、 WEB上 の申 請
フォーム 、郵 送、FA Xにより運営管 理者 に提 出する。
日減 水深の 測定 記録 と併 せて 、測定 中に 降⾬の ないことを示す資 料として最寄 りの ア

メダス又 は気 象台 の観 測デー タを取 得す る。

＜合 意方法 ＞
「（仮 ）水 稲栽 培にお ける中 干し期間 延長 プロジェクト」入 会届内 の会 員規 約に 以下①

～⑧ を記 載し、入 会届 の受 付によ り会員 規約 に合 意したことを確 認す る。
＜合 意の内 容＞
①「（仮）水稲 栽培 における 中干し期 間延 長プロジェクト」への参 加
②　Ｊ-クレジット 制度 への 参加

③　中 干を延 長した水 田の 面積、 場所 、生産 管理 記録 等、 本プロジェクトの実 施にあ た
り運 営・管理 者が 必要 とす る情報 を提 供す ること。ま た、提 供した情報 を運営 管理 者が
J-クレジット のため に使 用する こと。

④　登 録・認 証申請 やクレジットの利 用方 法につ いて、運 営・管 理者へ 委託 すること。
⑤　他 の類 似制 度及 びJ-クレジット制 度の他 のプロ ジェクトに登 録していな いこと。
⑥　中 干延 長に よって得 られる土 壌からの  CH4 排出 量を抑 制する 効果に よる環境 価
値＝ J-クレジット を、運営 ・管理者 に譲 渡する こと。また 、その 結果 として「水田 の中 干

期間 を延 長す ることで温 室効 果ガス排 出量 を削減 した 」ことを会員 が主 張できなくなる
こと。
⑦運 営・管理 者と会員 間の 合意 に基づ き、運営 ・管理者 から会 員に排 出削 減の 活動 量
に応じたインセンテ ィブを支払 う。

⑧会 員から運 営・管理 者に 提出す る生産 管理 記録 等に誤 りが ないことを誓 約す るこ
と。

 運 営・管理 者の 実施 体制 が把握 できる体制 図及 び事 務局 機能に ついて記 載す ること。

削 減活 動の実 施者 全員 とのクレジットの 収益 の処 分方 法に関 する合 意の 方法 及び情 報収 集・管理 方法 につい て記載
する こと。

削減 活動 の実 施者 との 合意 の方
法／ 内容  ※2

3.2 対象とする削減活動が満たすべき要件に適合していることの確認方法

※1

※2 

※3 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

※4 

情報通信技術（IC T）を活用した 情報収集・管理システムを用い 、主要排出量の算定に 用いる 活動量を自動的に収集・
管理す ることができる削減活動

取りまとめる 削減活動全てに 共通

する属性として、実施規程（プ ロ
ジェクト 実施者向け）2.2.9の定める
もののいずれかに該当する こと※3

全て の削減活動に 適用される方法
論、 及び 主要排出量の算定に用い
る活動量のモニタリング項目が共

通で あること※4

家庭部門におけ る削減活動

運営・管理者又はその構成者が実施する 削減活動

運営・管理者により燃料若しくは電力の供給を受け る者に おける当該燃料若しくは電力に係る削減活動、設備の供給
を受ける者にお ける当該設備を用いた削減活動、又は方法論の付記に 定める物資又はサービス等の供給を受ける 者

に おける 当該物資又はサー ビス等に係る 削減活動

 「実施された 」日とは、 温室効果ガス 排出量の削減をもた らす活動が実質的に 開始された日（例えば、設備の導入を
伴うプ ロジェクト の場合、 設備が最初に 稼働した日）を意味し、「入会申込日」とは、削減活動実績報告リスト に記載さ

れた入会申込日を意味する 。国内クレジット 制度又はオフセット・クレジット （J-VER）制度から移行したプログ ラム型プ
ロジ ェクトの場合、2013年3月31日ま でに入会済みの削減活動（旧制度からの継続削減活動）に ついては、当該要件を

満たす 必要はない 。

追加性評価の方法は「9 追加性の評価」に記載す ること。

実施規程（プロ ジェクト実施者向け）2.2.9の定める属性は次の通り。

会員から提出された資料によ り水田中干を延長した場所が日本国内であ ることを確認
する。

会員から提出された生産管理記録(出荷先の農協等へ提出した 書類、営農管理ア プリ
の記録、 電子デー タに よる作業日誌等)から、水田中干延長の実施日がプ ロジェクト参
加申込日の2年前以降で あることを確認する。

本方法論は一般慣行障壁を有す るため、追加性の評価は不要である 。

2つ以上の方法論を組み合わせて 実施する場合、 その組み合わせも共通であ ることが必要である 。主要排出量の算定

に 用い る活動量のモニタリング項目は、同一方法論におい ても複数から選択できる場合がある が（例え ば方法論EN-
S -001では燃料使用量、温水・熱媒油使用量、蒸気使用量、又は生成熱量から選択可）、これも全ての削減活動につ

い て共通（2つ 以上の方法論を組み合わせて実施する 場合は各方法論に 対応するモニ タリング項目の組み合わせが
共通）であ ることが必要であ る。燃料の種類（例えば方法論EN -R-001におけ る木質ペレット、 木質チップ 、薪等）やモ ニ
タリング方法の分類（例えば活動量のモニタリング方法の分類A, B, C）が異なる排出削減活動は、 それらの属性毎に

整理して管理されなければならず、例えばモ ニタリング 報告書に添付する削減活動実績報告リスト は属性毎に作成す
ることが必要である。

（Ｊ－クレジット制度の他のプロジェクト）

二重登録の禁止を入会届の会員規約に明記し、入会届の提出を以て二重登録してい
ないことを確認する。 また、 定期的に 削減活動リスト を更新し、J-クレジ ット 制度事務局
に二重登録の有無の確認を依頼する。

（他の類似制度）

二重登録の禁止を入会届の会員規約に明記し、入会届の提出を以て二重登録してい
ないことを確認する。

本プロ ジェクトは、（仮）水稲栽培におけ る中干し期間延長プロジェクトに加盟した 農家
又は事業者による削減活動であ る為、属性bに該当す る。

全ての会員にお いて、 水稲栽培にお ける中干し期間延長実施項目をモニ タリングす る
ため、主要排出量の算定に 用い る活動量のモニタリング項目は共通である。

該当する属性

b. 運営・管理者又はその構成者が実施する 削減活動

該当する属性に 関す る説明

方法論が共通であ ること

全ての削減活動に AG-005を適用す る。

モニタリン グ項目が共通であること

削減活動の二重登録がない こと

欠項

国又は地方公共団体を財源とする 同一の補助金の受給者にお ける当該補助金に係る削減活動

・条件1

会員から提出されたデー タ・資料に より確認す る。
【条件: 水稲栽培におい て、中干しの期間を、プロジェクト実施水田（以下、 「当該水田」
という。 ）におけ るプロジェクト実施前の直近 2 か年以上の実施日数の平均よ り 7 日間

以上延長すること。】
プロジェクト実施時の出穂時期、 プロジェクト 実施前の直近 2 か年以上の中干しの実

施日数並びに プロジェクト 実施時の中干しの開始日・終了日及び実施日数を、 生産管
理記録等から把握す る。

・条件2
(事務局)
環境社会に配慮を行い、 持続可能性を確保す るために関係法令を遵守す る。

(会員）
会員規約に法令順守の項目を設け、同意が得られたことを確認の上、入会手続きを進
める。

日本国内で実施されること

入会申込日の2年前の日以降に
実施された ものである こと※1

追加性を有すること ※2

本制度で 承認された方法論に基づ
いて実施されること

4　排出 削減計画

認証対象期間 ※1 ～

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 2 0 件）

件 （累計 3 0 件）

件 （累計 4 0 件）

件 （累計 5 0 件）

件 （累計 6 0 件）

件 （累計 7 0 件）

件 （累計 8 0 件）

件 （累計 9 0 件）

件 （累計 7 0 件）

件 （累計 6 0 件）

件 （累計 5 0 件）

件 （累計 4 0 件）

件 （累計 3 0 件）

件 （累計 2 0 件）

件 （累計 1 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）

件 （累計 0 件）2050 年度

2040 年度

2042 年度

2041 年度

2043 年度

2048 年度

2049 年度

2044 年度

2045 年度

2046 年度

2037 年度

2038 年度

2039 年度

2034 年度

2035 年度

2036 年度

※1 認証対象期間の開始日に は当該日付が最も早い会員の日付を、認証対象期間の終了日に

は当該日付が最も遅い会員の日付をそ れぞれ記載し、その期間をプロジェ クト 全体の認証対象期
間とす る。そ の結果として、プ ロジェクト全体の認証対象期間が8年間を超えてもかまわない。な

お、各会員の認証対象期間は、プロジェクト登録の申請予定日若しくはモニタリング が可能となる
予定日のいずれか遅い日から、同日より8年を経過する日までの間で設定す ること。

10

2024 年度 20

10

2029 年度

2030 年度

10

10

2031 年度 10

2032 年度

2033 年度

4.1 プログラム型プロジェクトの全体計画（活動数）

年度

2 024年1月1 日 2 052年3月3 1日 2 8.2 年

累計会員数新規会員数

2013 年度

2014 年度

2015 年度

削減活動数

2047 年度

2028 年度

10

10

2023 年度

2025 年度

2026 年度

2027 年度

2019 年度

2021 年度

2022 年度

2016 年度

2020 年度

2017 年度

2018 年度

4　排 出削減 計画

認証対象期間 ※1 ～

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

1 306 6.7 t-CO2 9146 .7 t-CO 2 3 920.0 t- CO2

1 960 0.0 t-CO2 1 3720 .0 t-CO 2 5 880.0 t- CO2

2 613 3.3 t-CO2 1 8293 .3 t-CO 2 7 840.0 t- CO2

3 266 6.7 t-CO2 2 2866 .7 t-CO 2 9 800.0 t- CO2

3 920 0.0 t-CO2 2 7440 .0 t-CO 2 11 760. 0 t- CO2

4 573 3.3 t-CO2 3 2013 .3 t-CO 2 13 720. 0 t- CO2

5 226 6.7 t-CO2 3 6586 .7 t-CO 2 15 680. 0 t- CO2

5 880 0.0 t-CO2 4 1160 .0 t-CO 2 17 640. 0 t- CO2

4 573 3.3 t-CO2 3 2013 .3 t-CO 2 13 720. 0 t- CO2

3 920 0.0 t-CO2 2 7440 .0 t-CO 2 11 760. 0 t- CO2

3 266 6.7 t-CO2 2 2866 .7 t-CO 2 9 800.0 t- CO2

2 613 3.3 t-CO2 1 8293 .3 t-CO 2 7 840.0 t- CO2

1 960 0.0 t-CO2 1 3720 .0 t-CO 2 5 880.0 t- CO2

1 306 6.7 t-CO2 9146 .7 t-CO 2 3 920.0 t- CO2

653 3.3 t-CO2 4573 .3 t-CO 2 1 960.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

0.0 t-CO2 0 .0 t-CO 2 0.0 t- CO2

47 0,40 0.0 t-CO2 32 9,280 .0 t-CO 2 141 ,120.0 t- CO2

204 8年度

204 9年度

205 0年度

204 3年度

204 4年度

204 5年度

204 6年度

204 7年度

203 8年度

203 9年度

204 0年度

204 1年度

204 2年度

202 5年度

202 0年度

202 1年度

202 2年度

202 3年度

202 4年度

※2 排出削減量の算定方法については、「1 0排出削減量の算定方法」に記載すること。また、 算定結果につ

いては排出削減活動リストに示すこと。

202 6年度

202 7年度

202 8年度

202 9年度

203 0年度

合計

203 1年度

203 2年度

203 3年度

203 4年度

203 5年度

203 6年度

203 7年度

4.1 プログラム 型プロジェクトの全 体計画（排出 削減量）

201 9年度

2 024 年1月1日 20 52年3月31日 2 8.2 年

排出削減計画 ※2

年度
ベースライン

排出量の総量

プロジェクト

実施後排出量の総量
排出削減量の総量

201 3年度

201 4年度

201 5年度

201 6年度

201 7年度

201 8年度

5　 モニタリング・ 算定方法

5.1 モニタリング・算定を実施する排出活動

○

5.2　サンプリングの利用

○

※1 統一しない場合（その他を選択した場合）には、どのようにモニタリング・算定を実施する排出活動を
      特定するかについて記載すること。なお、サンプリング（5.2参照）を用いたモニタ リングを実施する場合には、

      全削減活動においてモニタリング・算定を実施する排出活動を統一すること

上記確認方法の妥
当性に関する説明

※2

※2 特に付随的な排出活動について、モニタリングを実施する排出活動を特定する方法や判断根拠について
　　 記載すること。

※1 モニタリング・算定規程（排出削減プロジェクト用）の「2.7サンプリングを適用する場合の取扱い」で
　　  定める基準に従うこと。

②サンプリングの目的

③収集データ及び実測対象

④母集団の構成・リスト及び

その特性

⑤適用したサンプル抽出法と当該抽

出法の利用が妥当であることの合理
的な説明

全削減活動においてモニタリング・算定を実施する排出活動を統一する。

その他

（その他を選択した場合は、以下に確認方法をご記入ください。）

全ての会員において、主要排出量は中干を延長した水田の面積によってモニタリングす

る。また最新の「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」の表「各区分の稲作からの CH4
排出係数（kg-CH4-C/ha/年）」より、当該水田の所在地域、施用有機物、排水性、の条件

から適切な排出係数を選択する。

モニタリング・算定を
実施する排出活動の

確認方法 ※1

サンプリングを利用する

サンプリングを利用しない

サンプリングの利用

サンプリング計画

（「利用する」を選択し
た場合のみ記載）

※1

①適用するサンプル抽出法

⑥サンプル数（評価式を含む）

⑧実施方法（スケジュールと対応者
等）

⑦データ収集・管理・分析方法及び
非標本誤差への対応方法

6　データ管理

6.1　モニタリング体制

※1 担当者の組織、役職名を記載すること（個人名は不要）。原則として、それぞれ別の担当者をおくこと。

6.2　モニタリングデータの収集・記録・保管

2

各種データについてはデータ管理者を定め、収集したデータは排出削減活動

リストに整理・記録し、電子データで保管する。

年間

※1 認証対象期間において複数の担当者がモニタリングを行う場合には、全ての責任者が

　　 適切にモニタリングデータの収集・記録・管理を行うための仕組みも併せて記載すること。

※2 原則として、認証対象期間終了後２年間とする。

認証対象期間終了後

各削減活動におけるモニタリン

グデータの取得方法 ※1

各削減活動のモニタリング
データの収集方法 ※1

モニタリングデータの記録・保

管方法 ※1

データ保存期間　※2

【プロジェクト実施前】

プロジェクト参加者から提供を受けるプログラム実施予定の水田の所在地、
対象の水稲作付面積、過去の中干し期間とその記録を確認する。

【プロジェクト実施後】

プロジェクト参加者より提供される生産管理記録等からプロジェクト実施後の

水稲作付面積、プロジェクト実施水田の所在地、プロジェクト実施水田の排水
性(日減水深の計測値と実施日)、プロジェクト実施水田の施用有機物の種類

と施用量、プロジェクト実施水田の中干し期間の1週間延長の実施有無を確
認する。

事務局は、モニタリングデータを年 1 回、メール、郵送、FAX、電子データによ

り収集し確認する。
プロジェクト実施後水田の住所、面積、稲わら・たい肥の施用量については

生産管理記録等やeMAFF 農地ナビで収集する。

データの品質を確保するための仕組みとして、データ収集・集計等体制の整備と個別データの信頼性の向上

について以下に記載する。詳細については、Ｊ－クレジット制度実施規程（プロジェクト実施者向け）「2.4」を参
照のこと。

データ管理責任者　※1

モニタリング担当者　※1

株式会社アルプロン　取締役

株式会社アルプロン　タスクフォース部　担当

○

○

～

○

7.2　ダブルカウントの防止措置について

類似制度へプロジェクトを登録しているか。

登録している

登録していない

（「登録している」場合には以下を記入）

7　特記事項

7.1　排出量の削減に影響を与える可能性のあるリスクの特定について　※1

（「有」を場合にはリスク要因を以下に記入）

・気象状況により中干し期間延長を実施できない場合がある。
→生産管理記録等により中干し期間を確認する。条件を満たしていない場合は、J-クレ
ジットの検証段階で対象の水田を、その年度の算定から除外する。

※1 プロジェクト排出量が増加し、ベースライン排出量を上回る可能性のあるリスクも含
む。

排出量の削減に影響を与える可能性のある
リスクがあるか

有

無

類似制度名：

類似制度での認証予定期間：

　 

7.3　法令等の義務の有無について

法令等の義務履行によるものである。

法令等の義務履行によるものではない。

プロジェクトの実施は、法令等の
義務履行によるものではないか。

8　 設備情報 の収集 ・確認方 法

8.1　削減活動実施前の設備

注）

注）

①更新の場合

項目 収集・確認方法

メーカー

運営・管理を行う上で必要性があれば、収集情報については適宜追加すること。全削減活動に

つい て同一の想定値などを用いる場合は、想定値を用いること ができる根拠も併せて示すこと。

設備導入を伴う方法論ではないため該当しない。

型番

機器製造番号

出力

導入日

稼働開始日

②新設の場合

法定耐用年数

設備導入を伴う方法論ではないため該当しない 。

燃料

用途

効率

方法論の要求事項に沿って標準的な設備の設定に ついて記載すること

8.2　削減活動実施後の設備

注）

出力

導入日

稼働開始日

運営・管理を行う上で必要性があれば、収集情報については適宜追加すること。
全削減活動について同一の想定値などを用いる場合は、想定値を用いることができる根拠も併
せて示すこと。

型番

機器製造番号

収集・確認方法

メーカー

項目

設備導入を伴う方法論ではないため該当しない。

用途

法定耐用年数

効率

燃料

9.1　追加性の評価方法

9.2　追加性評価に必要な情報の入手方法

項目 入手方法

・方法論の規程に従い追加性の評価は不要である。

9 　追加性 の評価

注）投資回収年数の算定式などを記載すること

注）(１)の評価に必要な情報の入手方法について記載すること
　　全削減活動につ いて同一の想定値などを用い る場合は、想定値を用いること が

　　できる根拠も併せて示すこと

（式 1 ）

※1

※2
※3

※4

※1

定義

排出削減量 ※1

ベースライン排出量※2

プロジェクト実施後排出量 ※3

653.3

行を追加して記入した場合には、合計の参照範囲を確認すること。

10　排出削減量の算定方法

10.1　排出削減量

記号 数値 ※4

10.2　排出削減量の算定で考慮する付随的な排出活動

ER 196

EM BL

ER=EM BL - EM PJ

EM PJ 457.3

プログラム型排出削減プロジェクトに参加する削減活動のうちの1つの削減活動について、

具体的な数値を記載すること。

10.5のベースライン排出量で算定した全ての排出量の総和を記載すること。
10.3のプロジェクト実施後排出量で算定した全ての排出量の総和を記載すること。

10.2～10.5まで入力後、自動計算されます。

単位

tCO2/年

tCO2/年

tCO2/年

（１）ベースラインの付随的な排出活動

注）方法論の＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞に規定される全ての付

随的な排出活動について記載すること。付随的な排出活動について、算定を行う場合には、10.5に
算定方法を示すこと。

（考え方）
本プロジェクトで適用する方法論では、ベースラインの付随的な排出活動は規定

されていないため、付随的な排出活動は評価しない。

モニタリング・算定方法

排出量の算定を行う。

排出量の算定を行わない。

排出活動
排出量

(tCO2/年)
温室効果ガ
スの種類

0.0排出量合計値※ 1

排出量の算定を行う。

排出量の算定を行う。ただ し、
排出量のモニタリングを省略

し、影響度により排出量を評

価する 。

排出量の算定を省略する。

（考え方）

排出活動 モニ タリング・算定方法 ※2

排出量の算定を行う。ただ し、

排出量のモニタリングを省略

し、影響度により排出量を評
価する 。

排出量の算定を行う。

排出量の算定を行う。ただ し、
排出量のモニタリングを省略

し、影響度により排出量を評

価する 。

排出量の算定を行う。

排出量の算定を行う。ただ し、

排出量のモニタリングを省略
し、影響度により排出量を評

価する 。

排出量の算定を省略する。

排出量の算定を行う。

温室効果ガ

スの種類

排出量

(tC O2/年)

排出量の算定を省略する。

注）方法論の＜排出削減量の算定で 考慮すべき温室効果ガス排出活動＞に規定される全ての付随的な排

出活動について記載すること。

また、10.1で算定した排出削減量と比較して付随的排出活動の影響度を評価し、排出削減事業における付
随的排出活動のモニタリング・算定方法を決めること。

 ただ し、モニ タリン グを省略する複数の付随的な排出活動の影響度の合計を5％以上としてはな らない（影

響度の合計が5％未満となるよう にモニタリングを省略する付随的な排出活動を調整しなければならない）。

（２）プロジェクト実施後の付随的な排出活動

排出量の算定を省略する。

排出量の算定を省略する。

排出量の算定を行う。

排出量の算定を行う。ただ し、
排出量のモニタリングを省略

し、影響度により排出量を評
価する 。

影響度

(％) ※1

0.00.0合計 ※3

※1  10 .1で算定した排出削減量(ER)に対する比率(％)を記載すること。
※2  方法論で規定された 方法から選択する こと。

※3  行を追加して記入した場合には、 合計の参照範囲を確認すること。

本プロジェクトで適用する方法論では、ベースラインの付随的な排出活動は規定されてい

ないため、付随的な排出活動は評価しない。

注）

（式 2 ）

（式 ）

EM PJ プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2e/年 457.3

16/12 CH4 中に含まれる炭素重量（kgCH4-C）を CH4重量
（kgCH 4）に変換するための係数

kg-CH4/kg-
CH4-C 1.3

A PJ  プロジェクト実施後の水稲作付面積 ha 200.0

EF i , j, k , l , m1 プロジェクト実施後の CH4 排出係数
kg-CH4-
C/ha/年 68.6

プロジェクト実施水田の水稲作付面積に、所在地域・排水性・施用有機物別の排

出係数（面積当たりの排出量）を掛け、その30％を排出削減量とする(その70％を
プロジェクト実施後排出量とする。

記号

※1 方法論に記載された算定方法のうち、使用する算定方法を明記すること。

25.0

10 -3 0.001

排出削減方法論の「３．事業実施後排出量の算定」 に定める評価式に沿って排出量の評価方
法を記載すること。また、方法論に示す各項目ごとの評価式を記載した上で、各パラメータの
定義及び想定値を表中に記載すること。

（２）付随的な排出活動

定義 想定値

（１）主要排出活動

（考え方）※1

10.3　プロジェクト実施後排出量

GWP CH4

注）10.2 (2)において、影響度が１％以上であった付随的な排出活動に全てについて記載する。
　  １％未満のものについては、算定根拠を添付資料などにおいて説明すること。

記号 想定値

CH4 の地球温暖化係数

単位換算

単位

tCO2e/tCH
4

tCH4/kg-
CH4

EM PJ= ∑ (A PJ× EFi , j ,k , l ,m1 ) ×16/12×GWP CH4 ×10 -3

定義 単位

注）

（式 3 ）

注）

（式 4 ）

AB L ベースラインの水稲作付面積 ha 200.0

EMB L ベースラインの主要排出量 tCO2e/年 653.3

16/12 CH4 中に含まれる炭素重量（kgCH4-C）を CH4重量
（kgCH4）に変換するための係数

kg-CH4/kg-
CH 4-C

1. 3

AB L ベースラインの水稲作付面積 ha 200.0

EF i , j, k, l , m0 ベースラインの CH4 排出係数
kg-CH4-
C/ha/年

98.0

GWP C H4 25.0

10
-3

記 号 想定値

0.001

（１）主要排出活動

記 号 想定値

AP J 200.0

10.4　ベースライン排出量の考え方

A BL =A PJ

排出削減方法論の「４．ベースライン排出量の考え方」を参照し、本プロジェクトにおけるベース
ライン排出量の考え方及びベースライン活動量の算定式を選択して引用記載すること。また、
ベースライン活動量については、方法論に示す各項目ごとの評価式を記載した上で、各パラ
メータの定義及び想定値を表中に記載すること。

方法論の「５．ベースライン排出量の算定」 に定める評価式に沿って排出量の評価方法を記載
すること。また、方法論に示す各項目ごとの評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び
想定値を表中に記載すること。

定義

プロジェクト実施後の水稲作付面積

（１）ベースライ ン排出量の考え方

本方法論におけるベースライン排出量は、水稲栽培における中干し期間の延長を実施しなかった
場合に想定される GH G 排出量とする。

（２）ベースライ ン活動量（発電電力量、蒸気の供給量又は製品の生産量等）の算定式

注）方法論に算定式の記載がないものについては、本項目の記載は不要とする。

単 位

10.5　ベースラ イン排出量

ha

EMBL = Σ(AP J × EF i , j , k , l , m0) ×16/12×GWP CH4×10 -3

単 位

tCO2e/tCH
4

tCH 4/kg-

CH 4

定義

CH4 の地球温暖化係数

単位換算

注）

（式 ）

<備考>

① “稲わら”及び“堆肥”と“無施用”の係数を加重平均する場合

・

・

・

・

・

（式 5 ）

・

（式 6 ）

・

（式 7 ）

・

・

・

② 202 3 年版「 日本国温室効果ガ スインベ ントリ報告書」（2 023 年 4  月公表予定）で新規追加される係数に 基づき、

（式 6 ）

と定める。

（２） 付随的な排出活動

記号 想定値

10 .2(1 )におい て、算定することとした 付随的な排出活動に 全てに ついて記載する。

単位定義

EF  l  =EF  無施用  + （  EF  堆肥  -  EF  無施用）×  x
稲わらのすき込みと堆肥の施用の両方があ る場合は、前各号の規定にかかわらず、以下の式により、当該

水田の所在地域、排水性、水管理の条件に 対応する“稲わら”及び“堆肥” の係数と“無施用”の係数を加重
平均した係数とする。稲わらのすき込み割合をy (% )、堆肥の施用量をz ( t / 10a )とする。

EF  l =EF  無施用  + （  EF 稲 わら - EF 無 施用
）×  y  / 90 + （  EF 堆 肥  - EF  無施用

）  x z

ただし、実際のすき込み割合が90 %を超えてい ても y  =9 0、実際の堆肥施用量が1t /10 a を超えてい ても z =1
で計算する。また、(式7)で計算結果が“ 稲わら” または“堆肥”のいずれか高い係数を超える場合は、適用す

る係数はそ のいずれか高い係数とする。

 EF  m1  = EF  m0  ×  (1-0.3)

稲わらの持ち出しや堆肥の施用がある 場合は、その量を生産管理記録等により確認する。また、稲わらの
持ち出しがない場合は、その旨を生産管理記録等で確認する。

稲わらのすき込み割合については、農林水産省が発表する各年産水稲の都道府県別10 a 当たり平年収量
（1.70  mmのふるい目幅。検証時点で最新のもの）に 1.2 を乗じた 数値を 10a  当た り稲わら発生量とみなし、

この数値と水稲作付面積、実際の持ち出し量に より計算する（ 持ち出しがない場合は計算を省略することが
できる。） 。

 EF  l  =EF  無施用  + （  EF  稲わら - EF  無施用 ）×  w /90

適用条件を満たす水稲栽培の直前の水稲栽培（直前の水稲栽培の後に 別の作物を栽培した場合、その別

の作物の栽培は考慮しない。以下同じ。 ）で発生した 稲わらの 9 割（重量）以上を、適用条件の水稲栽培の
開始まで（田植えまでとし、田植えを行わない 場合はそ れに相当する時期までとする。以下同じ。）に 当該水

田土壌に すき込んだ 場合、当該水田の所在地域、排水性、水管理の条件に対応する「 稲わら」の係数を参
照する。
適用条件を満たす水稲栽培の直前の水稲栽培の終了から、適用条件を満た す水稲栽培の開始までの間

に、1t／1 0a 以上の堆肥（堆肥の種類は問わない。以下同じ。）を当該水田に 施用した 場合、当該水田の所

在地域、排水性、水管理の条件に対応する「堆肥」の係数を参照する。

前 2  号の条件をいずれも満た す場合、当該水田の所在地域、排水性、水管理の条件に対応する「 稲わら」

又は「堆肥」のいずれか高い 係数を参照する。

稲わらのすき込みと堆肥の施用のいずれもない場合は、当該水田の所在地域、排水性、水管理の条件に

対応する「無施用」の係数を参照する。

稲わらのすき込みがあ り、堆肥の施用がない 場合で、かつ稲わらのすき込み割合が 9割に満た ない場合
は、以下の式に より、当該水田の所在地域、排水性、 水管理の条件に対応する「 稲わら」 の係数と「無施用」

の係数を加重平均した係数とする。稲わらのすき込み割合をw(% )とする。

稲わらのすき込みがなく、堆肥の施用がある場合で、かつ堆肥の施用量が 1t／10 a に 満たない 場合は、以
下の式に より、当該水田の所在地域、排水性、水管理の条件に対応する「 堆肥」の係数と「無施用」の係数

を加重平均した係数とする。堆肥の施用量をx (t /10a  )とする。

11　モニ タリン グ計画

注) 複数のモニタリ ング方 法を用 いるモニタリ ング項 目については、想定さ れる手法を全て記載すること 。

（１）活動量（燃料消 費量、生成熱量 、生産量等）

※1

作付一回ご

と に 1 回
C

地方 自治体等に提出 している情報

（地域農業 再生協議会に提出 して

い

る営農計 画書上の水稲 作付面積・

所在 地域、水稲共 済細目書異動 申

告票 上の水稲作付 面積・所在地域

等）を確認する。

ha
プロジェクト実施後の 水稲作付

面積
APJ

現在お話さ せていただいてい

る農家様が申 告した対象 作付

面 積から算定

200 .0

C
eMAFF 農 地ナビに記載され る面 積
を確認する。

eM AFF農地ナビに登録 のある面積は畦

畔面積を含むため、畦 畔率分の面積 を

差し引 く。

畦畔率については農林 水産省に公表さ

れている最新の"耕地及び作付け面 積
統計"から下記 算出式を使って計算 す

る。

畦畔率(% )=(該当都 道府県)畦畔面積  /

本地(作付面積 ) x  100

作付一回ご
と に 1 回

備考

記号 定義 単位 分 類 ※1 概 要 頻 度 想 定値 根拠

モニタ リング項 目 モニタリ ング方法 プロジェ クト 計画での 想定

モニタ リング・算 定規程に沿って、分類Ａ・Ｂ・Ｃのいずれ かの方法を選択すること。

分類Ｂ （計量器 ）を用いる場合には、12 .1において計量器やモニタリ ングポイントの説明を行う こと。

分類Ｃ（概算等）を用いる場合には、12.2において概 算・推定 方法の詳細について説明 すること。

（２ ）係数（単位発熱量、排出係数、エネルギー 消費効率、物性値等）

※1

検証申請 時 98.0

“日本 国温室効果ガスインベ

ント リ報告書”中国・四国/稲わ
らの最低 排出係数である日排

除をデフォルト値とし 、日本国

温室効果ガスインベント リ報告

書(2023年度4月版)を参照し た

値とする。

”日本 国温室効果ガスインベントリ報告
書”に掲 載されている表「各区分の稲 作

からのC H4排出 係数(kg -CH4-C/ha /年)

に記載の係数の うち、プロジェ クト実施

及びベースライン条件に該当する最新

年の係数を参照する。

i プロジェクト実施水 田の所在地

域
- Ⅲ デフォルト値

初回検証 申

請時
中国・四国 想定計画地域 より

eMAFF 農地ナビ、生産管 理

記録等で確認

方法論の指定 により 間断灌漑

l プロジェクト実施水 田の施用有

機物
- Ⅲ

・施用 有機物は稲わ ら及び堆肥 と

し、稲わ らの持ち出し 量、堆肥 の施

用量を生産管理記 録等で確認(稲

わらの持 ち出 しがない場合は 、そ

の旨を生産管理記 録等で確認)

・施用 有機物の種類 及び重量によ
り、「稲わら」及び「堆肥」と「無施

用」の 係数を加重平均する。

作付 一回ご

とに1回

稲わら

(稲 わら9割以上

すき込み、堆肥

1t/10a 以上

施用 )

・方法 論 「６．モニタ リング方法

2) 係数のモニタ リング ※４」

本想定は、一 般的である稲わ

ら全量すき込み、 堆肥1t /10a

以上施用のため 、稲わらとす
る。

・稲わ ら持ち出し 量、及び堆肥の 施用量

から、方 法論【6 .  モニタ リング方法 2) 係

数のモニタリング ※4】に基 づき排出 係

数を決 定する。

根拠

モニタ リング 項目 モニタ リング方 法 プロジェクト計 画での想 定

備考

記号 定義 単位 分類 ※ 1 概要 頻度 想定 値

m1

EFi , jk, l, m1 プロジェクト実施後 のCH4排出
係数

k g-CH4-
C/ha /

年

Ⅲ デフォルト値 検証申請 時

m1 ,m0 プロジェクト実施水 田の中干し

期間の延長 の実施有無
m1,m 0 Ⅲ

・m 1を延長あり、 m0を延長なし とす

る。

 ・デフォルト 値を使 用

k プロジェクト実施水 田の水管理 - Ⅲ

実際の水管 理にかかわらず「間 断

灌漑」の条件と するため 、デフォル

ト値を使用。

初回検証 申

請時
間断灌漑

EFi , jk, l, m0
ベ ー ス ラ イ ン のCH4排出係

数

k g-CH4-

C/ha /

年

Ⅲ デフォルト値

日排除

【分類 Ⅰ：実測 する場 合】

・日減 水深の実測結 果

【分類 Ⅲ：実測 しない場合】
・「日本国温室 効果ガスインベ

ント リ報告書」

本想定は、分 類Ⅲ：実測しない

場合とし 、水田の 所在地域(中

国・四 国)と施用有 機物（稲わ

ら)
から最低 の排出係数と なる日

排除とする。

【実測 する場 合】

・方法 論 「６．モニタ リング方法 2) 係数

のモニタ リング ※３」 に基づき、 春の田

植え頃、降雨のない24時 間に、用水の
取水口と 排水口の両方 を閉じ た条件で

低下した水 位を計 測。中干し 期の減水

深に換算するため、実測 結果に1.22を

乗じた数値 を用い、 適切な排水性を選

択する。

・より高い排 出係数の条 件とする場合、

測定結果並びに測 定中に降雨の ないこ
とを示す資料（最寄りの アメ ダスの観測

データ等）を提 出する。

モニタ リング・算定規程に沿って、分類Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれか の方法を選択すること 。

分類Ⅰ（実測）を用 いる場 合には、9 .2において実測方法の 説明を行うこと。

分類Ⅱ（第三者提 供値）を用いる場合には 、提供事業者 名を概 要欄に記載すること。

・モニタリ ング・算定規 程にもと づき、該

当

する温 暖化係数（GWP）をデフォルト値

と

デフォルト値

GWPCH 4 25.0 デフォルト値

68.6 EF i ,j k,l ,m1× (1-0.3 )

”日本 国温室効果ガスインベントリ報告

書”に掲 載されている表「各区分の稲 作

からのC H4排出 係数(kg -CH4-C/ha /年)
に記載の係数の うち、プロジェ クト実施

及びベースライン条件に該当する最新

年の係数を参照する。

j プロジェクト実施

水田の排水 性
- IまたはⅢ

【分類 Ⅰ：実 測する場合】

1人の 取組実施者が 管理する水田

ご

とに1 か所、水田の 日減水深（田面

水の浸透・蒸発速度 （m m／日））を

実測し、 その結果に基づきより高い
排出係数の 条件とする。

【分類 Ⅲ：実 測しない場合】

原則とし てデフォルト値の 定められ

た3 条件（排水不 良・日 排除・4 時

間

排除）のうち、当該水 田の所在地

域、施用有機 物の条件で最低 の排
出係数と なる条件 とする。

初回 検証申

請時に1 回
（ ただし 日

減水 深の実

測により、2

回目 以降の

検証 申請時

に更新する

こと も可 とす

る）

CH4 の 地球温暖化係 数 tCO2e/tCH4 Ⅲ デフォルト値

検証申請 時

の 最新のも
のを使用

初回検証 申

請時に1回

注)

（１）計量器の概要

①特定計量器の場合

②特定計量器以外の計量器の場合

（２）モニタリングポイント

注）

12　モ ニタリング方法および係数の実測方法に関する説明

モニタリング項目 計量器の種類
モニタリング
ポイント ※1

計量器の校正方法の説 明

12. 1　計量器を用いたモニタリング（分類Ｂ）に関する説明

モニタリング項目

11.（１）においてモニタリング分類Ｂ(計量器)を使用する場合の計量器について 説明するこ
と。

計量器によるモニタリングポイントを図 示すること。必ず しも個別項目ごとに図を作成する必要は
なく 、一つの図で全てのモニタリングポイ ントを示してもよい。複数の図 を作成する場合 は、記入
枠を必要に応じてコピーすること。

※1 モニタリングポイントは(2)と整合する番号 を記載すること。

計量器の種類
モニタリング

ポイント ※1
検定の有効期限

注）

　

（推定・概算方法）

（モニタリングポイント）

11（１）においてモニタリング分類Ｃを使用する場合の概算・推定方法の詳細について
説明すること。また、計量器による計測値に基づく推定を行う場合には、モニタリングポ
イントも併せて示すこと。

下記いずれかの方法で作付け一回ごとに 1回モニタリングする。

【eMAFF農地ナビを使用する場合】

eMAFF農地ナビに登録のある面積は畦畔面積を含むため、畦畔率分の面積を差し引く。
畦畔率については農林水産省に公表されている最新の"耕地及び作付け 面積統計"から

下記算出式を使って計算する。

畦畔率(%)=(該当都道府県)畦畔面積 / 本地(作付面積) x 100

【生産管理記録等を使用する場合】
生産管理記録を使用する場合は、作目表記載の圃場面積を使用する。

営農管理アプリケーションを使用する場合は、営農管理アプリケーション上で記録された

当該圃場の面積値を使用する。

1 2.2 　概算等 に基づくモニタリング方 法（分類 Ｃ）に関する説 明

モニタリング項目 APJ
プロジェクト実施後の 水稲作付面
積(ha)

・畦畔等を含む水田面積し か特定できない場合は、畦畔率を乗じて作付面積を算出する。

排出削減計画算定シート

■プロジェクト全体の認証期 間
開始日 2024/1/1
終了日 2052/3/31

■削減活動 量の算定に用いた想定

ベースライン排出量 653.333 (tCO2）
プロジェクト実施後排出量 457.333 (tCO2）

■削減活動 数
年度 入会件数 累計件数

2013年度 0 0

2014年度 0 0
2015年度 0 0
2016年度 0 0

2017年度 0 0
2018年度 0 0
2019年度 0 0
2020年度 0 0

2021年度 0 0
2022年度 0 0
2023年度 0 0
2024年度 20 20

2025年度 10 30
2026年度 10 40
2027年度 10 50
2028年度 10 60

2029年度 10 70
2030年度 10 80

2031年度 10 90
2032年度 0 70
2033年度 0 60

2034年度 0 50
2035年度 0 40
2036年度 0 30
2037年度 0 20

2038年度 0 10
2039年度 0 0
2040年度 0 0

2041年度 0 0
2042年度 0 0
2043年度 0 0

2044年度 0 0
2045年度 0 0
2046年度 0 0
2047年度 0 0

2048年度 0 0
2049年度 0 0
2050年度 0 0

「10　排 出削減 量の 算定方 法」の「10.1　排出 削減量 」にて算出し たベースライ ン排出 量およびプロジェ
クト実施 後排 出量をC9お よびC10セルにご記入 くださ い。プロジェクトに参加 される会 員が付 帯設 備の
有無 や会 員種別 （家庭も しくは 事業 所等）によって複 数のグ ループに分類 される場 合は、最 も多く 登録

され ることが見 込まれるグル ープのベースラ イン排出 量およびプロジェクト実施 後排出 量をC9および
C10に ご記 入く ださい。

削減活動数

■削減活動計画

年度
ベースライン排出量の総量

(tCO2）

プロジェクト実施後の

排出量の総量(tCO2）

排出削 減量の総量

(tCO2)

2013年度 0.0 0.0 0
2014年度 0.0 0.0 0

2015年度 0.0 0.0 0
2016年度 0.0 0.0 0

2017年度 0.0 0.0 0

2018年度 0.0 0.0 0
2019年度 0.0 0.0 0

2020年度 0.0 0.0 0

2021年度 0.0 0.0 0
2022年度 0.0 0.0 0

2023年度 0.0 0.0 0

2024年度 13,066.7 9,146.7 3,920
2025年度 19,600.0 13,720.0 5,880

2026年度 26,133.3 18,293.3 7,840

2027年度 32,666.7 22,866.7 9,800
2028年度 39,200.0 27,440.0 11,760

2029年度 45,733.3 32,013.3 13,720

2030年度 52,266.7 36,586.7 15,680
2031年度 58,800.0 41,160.0 17,640

2032年度 45,733.3 32,013.3 13,720
2033年度 39,200.0 27,440.0 11,760

2034年度 32,666.7 22,866.7 9,800

2035年度 26,133.3 18,293.3 7,840
2036年度 19,600.0 13,720.0 5,880

2037年度 13,066.7 9,146.7 3,920

2038年度 6,533.3 4,573.3 1,960
2039年度 0.0 0.0 0

2040年度 0.0 0.0 0

2041年度 0.0 0.0 0
2042年度 0.0 0.0 0

2043年度 0.0 0.0 0

2044年度 0.0 0.0 0
2045年度 0.0 0.0 0

2046年度 0.0 0.0 0

2047年度 0.0 0.0 0
2048年度 0.0 0.0 0

2049年度 0.0 0.0 0
2050年度 0.0 0.0 0

合計 470,400.0 329,280.0 141,120

年平均 9,408

排出削減計画

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑

㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚
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第64回J-クレジット審査委員会に書類提出
＊12月の審査機関による保証を付け申請

メタンガス削減量：385t-CO2

2025年
3月



① 猛暑の要因である温室効果ガスの削減、興味はあったがやり方がわからなかった
今回参加して、今までの延長線上にあるやり方なので簡単にできた
環境改善に参加でき嬉しかった！

② アルプロンの担当者が頻繁に情報提供してくれたので、やりやすかった
⇒島根に本プロジェクト専属社員2名配置し農家さんとコミュニケーションを頻繁にとる体

制

③ 中干期間延長で栽培したお米に付加価値のつけ方を一緒に考えていただいた
⇒アルプロンは農家さんと一緒に「出口戦略」を考えます

12

参加した農家さんの声
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環境配慮
(GHG削減)

収益倍増
(農家さん)

×

本プロジェクトでフォーカスしたポイント

2023年度(2023年4月～2024年3月）を基準年とし、5年で倍増を目指す
お米の出口戦略だけでなく、農業アセットと企業ニーズをマッチングさせることで、
収益UPにつなげていく予定
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サプライチェーン内で協力体制の構築を目指す

生産者
酪農家 アルプロン 小売

プロテイン
サプライ
チェーン

GHG削減 スコープ3の削減
カーボンニュートラルの実現

GHG削減施策の実行 酪農家や農家のGHG削減施策
を「資金的」にサポート

生産者
農家 EC物流

原料
メーカー

商社

・ 環境に優しい「お米」「牛乳」
・ J-クレジットの創出

・ 生産物を適正価格で購入
・ J-クレジットの買い取り


